
 

 

 
 

 
 
 

社団法人神奈川県観光協会 

個人情報保護等規程 

（準則） 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(社)神奈川県観光協会個人情報保護等規程（準則） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、高度情報通信社会において、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護 

がきわめて重要であることにかんがみ、（社）神奈川県観光協会（以下「協会」という。） 

が保有する個人情報の適正な取り扱い並びにコンピュータ、ネットワーク及び情報シス

テムの運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、法第２条に定めるところによる。

（１）個人情報 

（２）個人情報データベース等 

（３）個人データ 

（４）保有個人データ 

２ 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) コンピュータ 汎用コンピュータ、サーバ、パーソナルコンピュータ（以下「パソ

コン」という。）及びこれに類するもの並びにこれらの運営に必要な機器をいう。 

 (２) ネットワーク コンピュータを接続してデータを通信するための情報通信網並びに

この運営に必要な設備及び機器をいう。 

 (３) 情報システム コンピュータ及びネットワークを用いて業務処理を行うために必要

な体系をいう。 

 (４) データ コンピュータ又は記憶媒体に記録されている電磁的記録をいう。  

（保護） 

第３条 協会は、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保 

護のための県の施策に協力するものとする。 

２ 協会は、コンピュータの適正かつ効果的な利用及び管理を行うものとする。 

（情報セキュリティ対策） 

第４条 業務データの漏えいを防止するため、パソコンや外部記録媒体を協会が承諾した

場合を除き外部へ持ち出すこと並びに私物パソコンでの業務データの利用及び保存を禁

止する。 

２ 業務データを処理するパソコン等でのファイル交換ソフトその他個人情報の漏えいに

つながる恐れがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

（取扱いの制限） 

第５条 協会は、思想、信条、人種その他の特に慎重を要する個人情報の取扱いについて 

は、国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドラインの規定の例による。 

（利用目的の特定） 

第６条 協会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」 

という。）をできる限り特定するものとする。 

（利用目的による制限） 

第７条 協会は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、前 

条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用しな 

いものとする。 

 （適正な取得） 

第８条 協会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。 

（取得に際しての利用目的の公表） 

第９条 協会は、原則として、個人情報を取得した場合は、あらかじめ、その利用目的を 



 

 

公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を公表するものとする。 

（第三者提供の制限） 

第１０条 協会は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個 人データを第三者に提供しないものとする。 

（個人データの適正管理） 

第１１条 協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新

の内容に保つよう努めるものとする。 

２ 協会は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データ 

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 

３ 協会は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安 

全管理が図られるよう、当該従事者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 （委託先の監督） 

第１２条 協会は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを 

委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適 

切な監督を行うものとする。 

（職員の義務） 

第１３条 個人データの取扱いに従事する職員は、業務に関して知りえた個人情報の内容 

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう、十分な注意を払

いつつその業務を行うものとする。 

（廃棄） 

第１４条 協会は、保有する必要のなくなった個人データは、確実に、かつ、速やかに廃 

棄するよう努めるものとする。 

（保有個人データの開示） 

第１５条 協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められた 

ときは、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場 

合などを除き、原則として本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するもの 

とする。 

（保有個人データの訂正） 

第１６条 協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でない 

という理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合 

には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場 

合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その 

結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。 

（保有個人データの利用停止） 

第１７条 協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが利用目的による制 

限に反して取り扱われているという理由又は偽りその他不正な手段により取得されたも

の であるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去を求められ

た場 合であって、その求めに理由があることが判明したときは、原則として、違反を

是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用の停止又は消去を

行うものとする。 

２ 事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第三者提供の制限に反 

して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提 

供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、原 

則として、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。 

（苦情の処理） 



 

 

第１８条 協会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものと 

する。 

（管理者の指名等） 

第１９条 協会は、職員のうちから個人情報の管理者を指名するよう努めるものとする。

２ 個人情報の管理者は、この規程に定められた事項を円滑に処理し、協会が保有する個       

人情報の取扱いに係る規程の整備や個人情報の取扱いに従事する者に対する研修の実施   

等、必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第２０条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に専務理事が定める。 

 

  附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２１年２月１２日から施行する。 


